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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

東陽テクニカは企業理念として「はかる技術のリーディングカンパニーとして、豊かな社会、人と地球に優しい環境創りに貢献する」、「最先端の計
測ソリューションを世界の産業界に提供し、技術革新を支援・促進する」、「計測システム・製品・サービスを創造し続けることで企業価値を向上さ
せ、ステークホルダーと社員に繁栄をもたらす」の三つを掲げ、その実現のために経営の透明性・健全性を高め、かつ経営の効率性を向上させて
いくことを基本方針としてコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則4-1-3】

当社には、ＣＥＯ等の後継者計画及び後継者候補の計画的な育成の仕組みはなく、後継者を選任すべきときにはＣＥＯが適任と考える後継者候
補の中から指名、社外役員の意見を踏まえたうえで、取締役会において公正かつ厳格な審査を経て決定しています。

【補充原則4-3-2】

ＣＥＯの選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ協
議し、適切に決定する予定です。

【補充原則4-3-3】

ＣＥＯの解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に関する懈怠、不正行為、法令も
しくは定款を含む社内規定違反またはその疑義が生じた場合、ならびに健康上の理由から職務の継続が困難となった場合には、取締役会の決議
に基づく解任手続きを実施いたします。

【補充原則4-10-1】

当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役候補の指名等については、取締役会の決議に先立
ち、社外役員に説明を行い、適切な助言を得ております。このため、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えて
おります。

【原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は社外取締役２名を含む８名で構成されております。構成については、国籍や人種、性別にとらわれず、各々が企業経営、財務
および国際的な事業展開において豊富な知識・経験を備え、多様性に富んだメンバーとなっております。

それぞれが当社の企業価値向上に大いに貢献しており、実効性のある取締役会として十分機能していると考えております。

また、当社の監査役はいずれも適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任されており、社外監査役３名全員
が東京証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしております。うち１名は財務・会計に関する知識を有する公認会計士であり、いま１名は法
務に関する知識を有する弁護士であります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　政策保有株式】

当社は直近事業年度末における個々の政策保有株式の保有意義を検証し、保有意義が希薄と考えられる政策保有株式について、漸次縮減して
いくこととします。

保有意義の検証については、取締役会において毎年、保有目的などの定性面に加えて、保有による便益やリスクが資本コストに見合っているか
等の定量的項目を個別に検証し、その結果を開示します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
議決権の行使については、当該企業の経営方針を尊重しつつ、議案の内容を精査し、当該企業の長期的な企業価値の向上に資するか否かを判
断の基本として行使します。

　●第６７期の検証結果

　　保有している株式全銘柄８社中７社は当社の資本コストを上回っており、当社の定量的な保有基準を満たしています。

　　残り１社は資本コストを僅かに下回る程度であり、定性的観点から当社の企業価値向上に資すると判断し、保有を継続しております。　

【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社は法令及び取締役会規程等の社内規程により、取締役と会社間の取引については取締役会の附議・報告事項としており、また、承認決議後
に行われた実際の取引内容についても取締役会で報告することにしております。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は確定給付企業年金と確定拠出企業年金の２つの制度を導入しています。

確定給付企業年金については、積立金の運用を複数の運用機関へ委託し、個別の投資先選定や議決権行使を各運用機関に一任することで、受
益者と会社との間で利益相反が生じないようにしています。

運用機関の選定に際しては、スチュワードシップコードの趣旨に沿った活動を求めており、実際の運用状況についても定期的に人事部長が報告を
受けており、当該報告は全従業員に開示しています。なお、アセットオーナーとして資産運用に関する資質を有する人材の育成・配置に努め、運



用機関の活動結果をより実効的にモニタリングできるよう対応します。

また、確定拠出企業年金については、従業員に対し会社から提供する各投資メニューの選定に際し、スチュワードシップコードの趣旨に沿った活
動をしているか否かを選定基準の一つにしています。

【原則3-1　情報開示の充実】

（1）当社の企業理念や経営戦略などは当社ホームページに掲載しております

（2）当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を本報告書及び有価証券報告書に記載しております。

（3）経営陣幹部・取締役の報酬決定方針

　[方針]

　　経営陣幹部・取締役の報酬決定に際しては、株主総会で決議された取締役の報酬限度額、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社
動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。

　[手続]

　　上記方針に基づき、取締役会が代表取締役社長に一任し、決定しております。

（4）取締役としては、人格・識見に優れ、経営陣幹部を任せるにふさわしい人物を、取締役会で指名しています。

社内取締役候補者については、当社事業に精通しており、かつ、当社の経営全般に関与してもらうことで、当社の利益に資する人物をそれぞれ取
締役会で指名しています。また、社外の意見を反映させるため、十分な知識と経験を有する社外取締役候補者を取締役会で指名しています。

監査役候補者については、取締役の職務執行の監査を公正に行うことができる知識と経験を有し、監査機能を十分に発揮することができる者を
指名しています。

役員の職務執行に関する懈怠、不正行為、法令もしくは定款を含む社内規定違反またはその疑義が生じた場合、ならびに健康上の理由から職務
の継続が困難となった場合には、解任について取締役会で審議いたします。

（５）取締役・監査役の個々の選任または解任の理由については、株主総会招集通知にて開示します。

【補充原則4-1-1】

取締役会は、取締役会規程により定められた決議事項、経営に係る重要事項について判断、決定を行っております。

取締役会で決議した組織規程により、重要性または金額等で基準を設けて取締役社長、業務執行取締役に権限を委任しています。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすとともに、幅広い業務経験と知見を有するかという観点から、社外独立取締役の候補者を
選定しています。

【補充原則4-11-1】

当社の取締役会は現在８名で構成されております。事業規模、事業形態等を考慮した上で、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、
多様性を確保し、当社に最適な取締役会となるような人員構成としております。

【補充原則4-11-2】

当社は、取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況について株主総会招集通知および有価証券報告書に記載しております。

【補充原則4-11-3】

当社は1月から2月にかけて、取締役会の構成や運営等につき、全取締役を対象にしたアンケートに基づく実効性評価を実施しております。

2019年2月、アンケート結果を分析・評価し、当社取締役会は、基本的に十分な実効性を持って機能している事を確認いたしました。

なお、取締役会の実効性向上に向け引き続き取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2】

当社は、深い知識・豊富な経験・高い能力を有し、かつ優れた人格識見を備えた人材を役員に選任することとしており、選任後も役員自身におけ
る研鑽を原則としておりますが、法務や財務などの最新の動向については、役員向けの社内研修会や外部セミナーを通じて知識を深めておりま
す。

【原則5-1】

当社は、経営企画部を中心としたＩＲ体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主や投資家からの取材にも積極的
に応じています。アナリスト・機関投資家向けには、第２四半期および期末の決算発表後に決算説明会を開催し、代表取締役社長が、決算内容及
び業績見通し、経営戦略等を説明しております。それらの内容については、当社ホームページにて開示しております。

なお、 株主からの意見・懸念事項等につきましては、経営陣に対し適時・適切にフィードバックしております。また、情報開示にあたっては、関連法

規や当社ディスクロージャーポリシーに従い積極的な開示に努めるとともに、インサイダー情報の管理にも留意しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,157,900 8.80

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,735,500 7.08

ＲＢＣ　ＩＳＴ　１５　ＰＣＴ　ＮＯＮ　ＬＥＮＤＩＮＧ　ＡＣＣＯＵＮＴ　－　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ 1,327,600 5.42

明治安田生命保険相互会社 1,036,100 4.22

株式会社みずほ銀行 959,058 3.91

東陽テクニカ従業員持株会 715,977 2.92

ＢＡＮＫ　ＪＵＬＩＵＳ　ＢＡＥＲ　ＡＮＤ　ＣＯ．，　ＬＴＤ． 539,900 2.20

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 526,600 2.14

西日本鉄道株式会社 523,800 2.13

個人株主 470,330 1.92



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

◆バーガンディ・アセット・マネジメント・リミテッドから、2017年1月17日付で大量保有報告書の提出があり、2017年1月13日現在で1,351千株の株式
を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主
の状況は株主名簿によっております。

◆株式会社みずほ銀行から、2016年12月7日付で同社及びアセットマネジメントOne株式会社を共同保有者とする大量保有報告書（変更報告書）
の提出があり、2016年11月30日現在で1,774千株の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末におけ
る実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっております。

◆三井住友DSアセットマネジメント株式会社から、2020年3月23日付で同社及び株式会社三井住友銀行を共同保有者とする大量保有報告書（変
更報告書）の提出があり、2020年3月13日現在で1,649千株の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間
末における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 9 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

秋山延義 他の会社の出身者

柏正孝 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

秋山延義 ○ ・独立役員

＜招聘理由＞

経営者としての優れた見識と豊富な経験に基
づき、社内の取締役に対する監督機能と経営
全般に対する助言を通じて、取締役会の透明
性と説明責任の向上を実現できるため。

＜独立役員指定理由＞

独立役員の属性として、東京証券取引所が規
定する項目のいずれにも該当しない社外取締
役であることから、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがない独立役員として適任であると判
断したため。



柏正孝 ○ ・独立役員

＜招聘理由＞

経営者及び監査役としての豊富な経験と幅広
い見識を有しており、当社経営全般における適
切な意見や指導が期待できるため。

＜独立役員指定理由＞

独立役員の属性として、東京証券取引所が規
定する項目のいずれにも該当しない社外取締
役であることから、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがない独立役員として適任であると判
断したため。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は有限責任監査法人トーマツとの間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。当社監査役と有限責
任監査法人トーマツは定期的に会合を持っており、各々の監査方針、監査体制、監査計画の他、期中に発生した問題点等について情報交換を実
施しております。また、事業年度毎に実施される会計監査人による監査報告会には、監査役全員が出席し、具体的な決算内容について意見交換
しております。

当期において当社の監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人の指定有限責任社員、業務執行社員２名であり、また当社の会計監査業務
に係る補助者は、公認会計士５名及びその他３名であります。　

内部監査部門としては監査室(１名)を設置しております。監査室は、内部監査計画に基づき、リスク管理の観点から内部監査を実施し、代表取締
役及び担当取締役に報告するとともに、必要に応じて改善提言を行い、内部統制を図っております。なお、監査役と監査室は適宜会合を設け、情
報・意見を交換し、相互の連携により内部監査の充実を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

野﨑一彦 他の会社の出身者

森川紀代 弁護士

堀之北重久 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）



m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

野﨑一彦 ○
・常勤監査役

・独立役員

＜招聘理由＞

経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基
づき、客観的な視点での適法性監査を中心とし
た経営監視を実現できるため。

＜独立役員指定理由＞

独立役員の属性として、東京証券取引所が規
定する項目のいずれにも該当しない社外監査
役であることから、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがない独立役員として適任であると判
断したため。

森川紀代 ○ ・独立役員

＜招聘理由＞

弁護士としての経験並びに幅広い知識に基づ
き、客観的な視点での適法性監査を中心とした
経営監視を実現できるため。

＜独立役員指定理由＞

独立役員の属性として、東京証券取引所が規
定する項目のいずれにも該当しない社外監査
役であることから、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがない独立役員として適任であると判
断したため。

堀之北重久 ○ ・独立役員

＜招聘理由＞

財務会計分野での豊富な経験及び実績に基づ
き、客観的な視点での適法性監査を中心とした
経営監視を実現できるため。

＜独立役員指定理由＞

独立役員の属性として、東京証券取引所が規
定する項目のいずれにも該当しない社外取締
役であることから、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがない独立役員として適任であると判
断したため。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

役員賞与総額は、当期純利益に一定の割合を乗じて決定しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

（１）第53期定時株主総会決議分（平成17年12月20日決議）　　当社従業員を対象

（２）第58期定時株主総会決議分（平成22年12月17日決議）　　当社取締役を対象

上記の他、最新情報を有価証券報告書および四半期報告書に掲載しておりますので以下のURLよりご確認ください。

　https://www.toyo.co.jp/ir/library/security/

【取締役報酬関係】



（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、開示しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬限度額を決定しており、その範囲内で、取締役については取締
役会の決議、監査役については監査役の協議により決定する旨、役員の報酬等に関する規定に定めております。社外取締役を除く取締役には固
定報酬、業績連動報酬および株式報酬型ストックオプションを併用し、監査役および社外取締役については、その職務の独立性という観点から固
定報酬のみとしております。

取締役の報酬決定に際しては、株主総会で決議された取締役の報酬限度額、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業
績や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。取締役個人の報酬等の額は、代表取締役の協議により決定しております。

＜2019年9月期の報酬等の総額＞

取締役の年間報酬総額265百万円

監査役の年間報酬総額29百万円

（注）

１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．上記支給額には、取締役６名に対する役員賞与83百万円を含んでおります。

３．上記支給額には、取締役６名に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)による報酬額15百万円が含まれております。

４．取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会決議において、取締役の報酬額を年額350百万円以内（使用人兼務取締役
の使用人分給与は含まない）、うち社外取締役分は年額25百万円以内と決議いただいております。また、2010年12月17日開催の第58期定時株主
総会決議において、上記とは別枠として、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に関する取締役の報酬額を年額50百万円以内と決議いただ
いております。

５．監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会決議において、年額40百万円以内と決議いただいております。

６．2019年9月期末の人員は、取締役８名（うち社外取締役２名）、監査役３名（うち社外監査役３名）であります。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社における社外取締役（社外監査役）のサポート体制としましては、当該取締役（監査役）の指示に基づき、経営企画部及び監査室が随時業務
を補佐する体制をとっております。

また、情報伝達体制としましては、月２回定期的に開催される取締役会に社外取締役（社外監査役）全員が出席するとともに、必要に応じて代表
取締役が社外取締役（社外監査役）に重要事項等を報告する体制をとっております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

当社定款において、取締役会決議をもって相談役・顧問を嘱託できる旨の定めがございますが、現時点で当該役職に就いている者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社の取締役会は８名（うち社外取締役２名）で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。

取締役会は原則月２回開催され、業務執行のほか指名並びに報酬にかかわる重要事項の決定、報告がなされており、適切な意思決定を行うた
め、必要に応じて、関連部署へ追加の情報提供を求め、関連部署は要請に基づく情報や資料を適宜提供しております。

さらに取締役は原則週１回開催の執行会議に出席し、重要案件について意見交換し、方針を決定しております。この執行会議では、必要に応じて
各部門長等の意見を聴取し、参考にしております。

なお、社外取締役は独立した中立的な立場から経営判断を行っており、指名についても適切な助言を得ております。

一方、当社の監査役会は、東京証券取引所が規定する独立役員の資格を満たす社外監査役３名で構成され、うち１名は常勤監査役です。各監査
役は取締役会に出席し、意見を述べ、必要な事項を報告しております。監査役会は、適切な監査を行うため、必要に応じて、常勤監査役が中心と
なり、関連部署や取締役会事務局である経営企画部へ情報や資料の提供を求めております。更に、監査室と連携して必要な調査を実施し、適宜
取締役や従業員、会計監査人等に報告を求め、重要な会議に出席して実効性のある監査業務に取り組んでおります。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

当社の社外取締役は、情報・通信業あるいは製造業での経営者としてそれぞれ活躍してきた人材です。東京証券取引所が規定する独立役員の
要件を満たしており、当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。経営者として
の優れた見識と豊富な経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任
の向上に貢献する役割を担っております。

当社の監査役会は、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を満たす社外監査役３名で構成されており、当社と社外監査役各氏との間に
は、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役３名は、経営者、弁護士、あるいは会計士としてそれぞれ活躍してきた（もしくは活躍中の）人材です。こうした他業界での豊富な経験
及び経営者、弁護士、あるいは会計士としての実績に基づき様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能と
して大きな役割を果たしております。

また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や
経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。

以上のことから、当社のコーポレート・ガバナンスの実効性は確保されていると判断し、現在の体制を採用しております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を基にして選任し
ております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主が株主総会の議案に関して十分な検討が実施できるよう、株主総会開催日の22日
前に株主総会招集通知を発送しており、発送に先立ちTDnetに登録し、当社ウェブサイト
でも開示しています。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日を回避した日程で株主総会を開催しています。

電磁的方法による議決権の行使 第67期定時株主総会より導入

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

第67期定時株主総会より導入

招集通知（要約）の英文での提供 TDnetに登録し、当社ウェブサイトにも掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ウェブサイト上で公開しています。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期および期末の決算発表後にアナリスト説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、決算説明会資料および動画、株主総会招集通知・決議通知、年
次・中間報告書を当社ウェブサイトに掲載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置
社長の管轄の下、経営企画部を中心に複数の部署でＩＲチームを構成し対応し
ています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社ウェブサイトにおいて企業理念／行動指針、東陽テクニカコンプライアンスを掲示し、
徹底に努めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

2005 年9 月にＩＳＯ14001 の認証を取得しております。

社会貢献活動も実施しており、当社ウェブサイトに活動内容を掲載しています。

https://www.toyo.co.jp/social_contribution/?
utm_source=social_contribution&utm_medium=toyo_top_middle_bnr_pc&utm_ca
mpaign=mkt

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、会社法、金融商品取引法等の関係法令のほか、当社が株式を上場している東京
証券取引所の定める適時開示制度、フェアディスクロージャールール、当社ディスクロー
ジャーポリシーに従い、適切かつ積極的に情報開示します。

その他
当社は、持続的な成長を確保する観点から、国籍、性別、年齢等に関係なく、能力、実績
によって公正に評価し、処遇する方針を採っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社が取締役会決議により定めた、内部統制システムの基本方針の内容は、次の通りです。

１．当社企業グループの取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　コンプライアンス体制の基礎として、「社員のこころ得（東陽テクニカ コンプライアンス）」を制定し、取締役及び従業員等が法令・定款を遵守した

行動をとるための行動規範を定める。その徹底をはかるため、リスク管理担当取締役が当社企業グループのコンプライアンスの取組みを統括し、
社内研修等の教育を行う。

　内部監査部門はリスク管理担当取締役と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査し、その結果は取締役会及び監査役会に報告される。

　法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合の通報システムを設け、内部通報に関する規定に基づき運営する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会等の議事録、決裁書その他職務に関する情報を、文書管理規則等の社内規定に従い適切に保存、管理し、取締役及び監査役は常時
これらを閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規定その他の体制

　リスク管理担当取締役を任命し、リスク管理規定の策定にあたる。同規定においてリスクカテゴリー毎の責任部署または委員会を定め、当社企
業グループ全体のリスクを網羅的総括的に管理し、リスク管理体制を明確化する。リスク管理担当取締役は、内部監査の結果を報告し、当社企業
グループにおけるリスク管理の進捗状況のレビューを実施する。この結果は、取締役会及び監査役会に報告される。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　定例取締役会を原則として月２回開催し、経営上の重要事項について審議し、決定する。また、重要案件については原則として全取締役による
議論を経て審議決定するものとする。取締役会の決定に基づく業務の執行は、組織規則、業務分掌規則に従って各責任者がこれを行う。

５．当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置き、リスク管理担当取締役が当社企業グループのコンプライアンスを統括・推進する
体制とする。グループ各社の経営は自主性を維持しながら、事業内容の定期的な報告と重要な案件についての事前協議を行う。 取締役はグ

ループ会社において法令違反等の重要事項を発見したときは、監査役に報告する。グループ各社は当社の経営管理、経営指導内容が法令に違
反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合は監査役に報告する。 監査役は報告を基に必要な施策の実施を求めることができる。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と使用人の取締役からの独立性に関する事
項

　監査役は、必要に応じて、適切な社員を監査役の職務を補助すべき使用人として、監査業務に必要な事項を命令することができる。また、当該
社員は、その命令に関して、取締役及び上長の指揮、命令を受けない。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制

　取締役及び使用人は当社企業グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事項を発見したときは、速やかに監査役に報告する。監査役は取締
役会に出席して重要な決定事項及び業務の執行状況を把握するほか、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものと
する。社内通報に関する規則を定め、適切な運用をもって法令違反等コンプライアンス上の問題について監査役に確実に報告できる体制を確保
するものとする。なお、監査役がその職務の遂行上必要な費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、その内容を確認したうえで速やかに当
該費用または債務を処理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方＞

当社は、「反社会的勢力との関係を一切遮断するとともに、不法、不当な要求には応じない」という方針のもと、社会の秩序や安全に脅威を与え

る反社会的勢力および団体の排除に向けた取組みを推進しております。

＜反社会的勢力排除に向けた整備状況＞

（１）警察・特殊暴力防止対策協議会・弁護士をはじめとした外部専門機関等からの情報収集に努めるとともに、有事には速やかに報告・相談し、

緊密な連携のもと事態に対処できる体制を構築しております。

（２）取引先等に提示する当社標準の契約書等に暴力団排除条項を導入しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社は、重要な会社情報の適時開示を上場企業の重要な責務と認識し、健全で信頼される会社経営を行うための根幹に据えております。この

基本姿勢の下、各部門（子会社含む）において決定または発生した事実を社内規則にのっとり、情報取扱責任者（総務担当取締役）が一元的に

把握・管理し、適時適切に開示するための社内体制を以下の通り整えております。

　報告された重要事項のうち、機関決定を必要とする事項については、情報取扱責任者により重要事項決定機関である取締役会及び株主総会に
上程されます。取締役会で承認または決議された重要事項のうち適時開示規則で開示が求められているもの、当社が適時開示をすべきと判断し
たもの、及び株主総会において決議された重要事項は、情報取扱責任者の指示により速やかに総務部または経理部によって開示されます。発生
事項につきましても、適時開示規則に従い開示が必要なものは、情報取扱責任者の指示により総務部または経理部によって開示されます。

　なお、当社はこの開示過程で常に情報取扱責任者を経由し管理することで、重要事項の開示前の社外への情報漏洩を防ぐ体制を整えておりま

す。




